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資産運用・活用資産運用・活用 ～ 名 義 預 金 と 贈 与 ～～ 名 義 預 金 と 贈 与 ～

✣ 名義預金と贈与の違い

　相続対策として、財産を少しずつ贈与してい

る人も多いかと思いますが、その時に気を付け

なければならないのが「名義預金」とみなされ

ないことです。子どもや孫の名義で預貯金口座

を作ってお金を入れていたとしても、名義預金

とみなされてしまうと「相続税の課税対象」と

なってしまいます。「贈与」と「名義預金」の

違いを確認していきましょう。

　名義預金と贈与の決定的な違いは下記の通り。

　① 誰が実質的に所有・管理しているか

　② 贈与の意思の合意があったか

　具体的には下記のようになります。

　　　　　　　　　名義預金は、自分のお金を

別人名義の口座で管理しているだけにすぎませ

ん。そのため、口座の本当の所有者が亡くなっ

✣ 名義預金と判断されないために

たとき、口座内にあるお金は相続財産となり、

相続税の課税対象となります。

　たとえば、孫が名義人である

口座に、祖母が毎年 100 万円ずつ、10 年間（

合計 1,000 万円）贈与のため入金していたとし

ます。生前贈与であれば、孫に贈与された財産

の合計金額が年間 110 万円以内であれば贈与税

はかかりません。祖母が亡くなったときに、孫

が相続人ではない場合、生前贈与された 1,000

万円は相続税の課税対象でもありません。

　しかし…税務調査の際にこの預金口座が「名

義預金」と判断されると、祖母が亡くなって相

続が発生したときに 1,000 万円が相続税の課税

対象となってしまうのです。

　では、名義預金と判断されないためには、ど

の点に注意すべきでしょうか。

　★ 口座内のお金を名義人が自由に使用でき

　　 る状態にする

　★ 贈与契約書を作成する（いつ・誰が・誰

　　 に・なにを贈与するのか）

　★ 銀行振込をして記録を残す

　★ 贈与された人の贈与財産が年間 110 万円

　　 を超える場合など必要に応じて贈与税を

　　 申告する

　相続対策のために長年コツコツ行った贈与を

ちゃんと「贈与」と判断しても

らうためにも、贈与する側・さ

れる側の合意、口座などの管理

運用に注意しましょう！！

実質的

所有者

管理

運用

意思の

合致

税法上

の取扱

時効　

　　名義預金

お金を出した人

（親・祖父母など）

お金を出した人が

通帳・印鑑を管理

当事者間で財産の

移動の合意なし

相続財産とみなさ

れ、相続税の課税

対象

贈与ではないため

　　　時効はない

　　　贈与

口座の名義人

（子・孫など）

名義人が自由に管

理・使用できる

財産をあげる・も

らうという合意が

ある

贈与財産として、

贈与税の課税対象

（非課税枠あり）

贈与税の申告漏れ

には時効がある

（原則 6年・仮装

隠ぺい 7年）
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      企企業業のの経経営営実実務務    

～～  「「下下請請法法」」はは「「取取適適法法ととりりててききほほうう」」へへ～～  
2026年 1月 1日から、「下請法」が改正され中小受

託取引適正化法（通称「取適法」）」が施行されまし

た。 

 

 

 

 とはいえ、65歳までの継続雇用が努力
．．

義務とされた 

下請法からの変更点を解説します。 

 

下請事業者     中小受託事業者 

親事業者      委託事業者 

下請代金      製造委託等代金 

 

・代金に関する協議に応じないことや、協議におい

て必要な説明または情報の提供

をしないことによる一方的な代

金の額の決定を禁止。 

 

 

・手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額

（満額）を得ることが困難な支払手段の禁止。 
（現金受領までの期間を 120 日から 60 日に短縮） 

・商品等の受領日から60日以内に支払期日の設定。

検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受

領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期

間内で、代金の支払              

期日を定める。 

 

・中小受託事業者の合意の有無にかかわらず、振込

手数料を中小受託事業者に負担させ、製造委託等代

金から差し引くことを禁止。 

 

・現行の資本金基準に加えて、従業員300人（情報成

果物作成、役務提供は100人）の

区分を新設。 

資本金の基準に該当しない場合

も、従業員数の基準に該当する場

合は、適用対象となる。 

 

・適用対象となる取引に、発荷主が取引の相手方に

対する物品の運送を運送事業者

に委託する取引が追加。 

 

 

 

 

 

受注者に不当な負担を押し付ける商習慣を是正し、

取引環境の改善を図るための改正です。理解してお

きましょう。 

物価上昇を上回る賃上げを実現するために

は、事業者が賃上げの原資をしっかりと確保で

きるよう、サプライチェーン全体で適正な価格

転嫁を進めることが重要です。 

協議に応じない一方的な代金決定の禁止 

手形払等の禁止・支払期間の短縮 

従業員基準の追加 

対象取引に「特定運送委託」を追加 

振込手数料を負担させることの禁止 

支払期日起算日 
×締め日 〇商品受領日

日 

用語が変わります 

荷待ちや荷役作業の無償

強制など、不適切な慣行

も規制対象です 

取適法対象 下請法対象 




